
「特定生産緑地指定申請の撤回及び指定の解除の申出」 必要書類一覧表 

 

 

書類 部数 取得先 備考 

特定生産緑地の指定等

に係る申請撤回及び指

定解除の申出書 

1部 

 

環境政策

課窓口・ 

市ＨＰ 

・申請者は土地の所有者です。 

・押印（実印）漏れがないようご注意ください。 

・（※）農地等利害関係人がいる場合は、同意

欄に権利種別、利害関係人の名前、住所を記

入し実印を押印してください。 

印鑑証明書（原本） 

 

１部 

 

市民課 ・３か月以内に発行された最新のものをお持ち

ください。 

・農地等利害関係人が複数の場合は全員分が必

要です。 

委任状 １部 ― ・代理人が申請書を提出する場合に必要です。 

（※）農地等利害関係人とは、共有者、抵当権者、借地権者、小作権者等、登記簿に記載されて 

いる土地の権利が設定されている全ての方が対象となります。 

    なお、相続税及び贈与税の納税猶予の適用によって税務署長が抵当権者となっている場

合は、当市で一括して同意を取得しますので記載不要です。 

 

【注意点】 

・特定生産緑地の指定申請をした土地全ての申請撤回又は指定解除となりますので、特定生産緑

地の指定申請をした土地の一部を撤回又は解除はできません。 

・特定生産緑地に切り替わった後の申請撤回又は指定解除はできません。 

・書類をそろえて環境政策課窓口、または郵送にて申請してください。 

・受付窓口・・・第二庁舎４階環境政策課 

・受付窓口日時・・・市役所開庁日時（平日の 8：30～17：15） 

（平日の 12時～13時、土、日、祝日を除く） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 

小金井市環境部環境政策課緑と公園係 

電話 042-387-9860 

E-mail s040199@koganei-shi.jp 


